
ミラーキャビネット
取 扱 説 明 書

このたびは長府製品をお買い求めいただきましてまことにありがとう
ございます。

●ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使い
ください。なお、取扱説明書は取付設置説明書と共に必ず保管し、
おわかりにならない事や、不具合が生じたときにお役立てください。

●保証書はお買い求めの販売店からお受け取りになる際に、必要事項が
記入されていることを必ず確認してください。

●取扱説明書を紛失されたときは、お買い求めの販売店、またはお近く
の工場・支店・営業所にご連絡ください。

●製品改良により、本体・仕様などが説明書の内容と異なる場合が
ございますので、あらかじめご了承ください。

0120-925-339

24時間365日受付

0570-666-339携帯電話からは

※電話番号をよくお確かめのうえ、おかけ間違いのないようにお願いします。

修理に関する
お問い合わせ

商品に関する
お問い合わせ

平日　　8:00～19:00
土日祝　8:00～17:00

（通話料金がかかります）

一般のお客様から
のお問い合わせは、
フリーダイヤルへ

お客様から取得いたしました個人情報
は、お客様へのお問い合わせ対応を目
的として利用し、適切に管理します。
修理業務等を委託する場合や正当な理
由がある場合を除き、第三者に開示・
提供いたしません。

株式会社 長府製作所
住宅設備機器総合メーカー



表面が傷ついたり、割れてケガをするおそれがあります。

おそれがあります。

感電やショートしたり、電球が割れてケガをするおそれ

おそれおよび物的損害の発生が想定される内容を表します。

LED ランプはお客様での交換はできません。
交換・修理が必要な場合は、お問い合わせ窓口または
お買い求めの販売店にご相談ください。

●照明の交換は行わないでください。



ください。

）



おそれがあります。

おそれがあります。

おそれがあります。

おそれがあります。

発火、火災の原因になるおそれがあります。

なります。

コンセントの表示容量（1200W）をこえる
電気器具は使わないでください。

使用しないでください。

を



ままにすると、ミラーの寿命が



長府製品保証書（お客様控）

〈無料修理規定〉

品　　名

★お買い上げ日 年

ご住所

お名前 様
電話 （　　　　　）

電話

住所・店名

（　　　　　）

月 日

★お　客　様

★販　売　店

★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずお確かめください。

ミラーキャビネット

保証期間 1　年

本書は当製品に故障が発生した場合、お買い上げ日より向こう
一年間、本書記載内容に従って、無料修理をお約束するものです。
修理を依頼される場合は、お買い求めの販売店に必ず本書を
ご提示ください。

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、当製品を無料で修理致します。
お買い求めの販売店にご相談ください。

2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お買い求めの販売店にご依頼の上、出張修理に際して本書ご提示くだ
さい。なお、離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。

3. ご転居の場合は、事前にお買い求めの販売店にご相談ください。
4. ご贈答品等で、本保証書に記入してあるお買い求めの販売店に修理が依頼できない場合には、裏面記載のフリーダイヤル
までご連絡ください。

5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
7. 本書の提示がない場合、または必要事項の記載がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合は有料修理となります。
●次の場合は保証期間内でも有料修理になります。
⑴住宅用途以外で使用した場合の不具合
⑵使用者が適切な使用、維持管理等を行わなかったことに起因する不具合
⑶一般家庭用以外（業務用）に使用されたことに起因する不具合
⑷専門業者以外による修理、改造等に起因する不具合
⑸弊社が定める取付設置説明書等に基づかない施工、専門業者以外による移動・分解等に起因する不具合
⑹建設躯体の変形等、住宅部品本体以外の不具合に起因する当該住宅部品の不具合、塗装の色あせ等の経年変化、また
は使用に伴う摩耗等により生じる外観上の現象

⑺海岸付近、温泉地等の地域における腐食性の空気環境に起因する不具合
⑻犬・猫・ねずみ・昆虫等の動物の行為、及び植物の侵入等に起因する不具合
⑼火災・爆発・凍結等の事故、台風・落雷・地震・噴火・洪水・津波等の天変地異、または戦争・暴動等の破壊行為に
よる不具合

⑽消耗部品の消耗に起因する不具合
⑾給水・給湯配管等の錆や異物流入に起因する不具合
⑿地下水、井戸水、温泉水等を給水したことに起因する不具合
⒀公害による不具合
⒁電気・水・燃料等の供給トラブル等に起因する不具合
⒂指定規格以外の電気・燃料・熱媒等を使用したことに起因する不具合

●お客様へ
1. この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によって
保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものでは
ありません。

2. 保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い求めの販売店、または裏面記載のフリーダイヤルまで
ご連絡ください。

3. お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動、及びその後の安全点検活動のために記載
内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

印

修理メモ

株式会社 長府製作所　〒752-8555  山口県下関市長府扇町 2-1  電話（083）248-1111


